
資料１－３
北海道総合保健医療協議会地域保健専門委員会運営要領

第１ 目 的
この要領は、北海道総合保健医療協議会設置要綱第７条の規程に基づき設置される地域保健専門委員会

（以下「委員会」という。）の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第２ 所掌事項
委員会は、地域保健にかかわる重要な事項について協議する。
ただし、専門的事項に関し必要な場合は、臨時に委員を加えることができる。

第３ 委 員
委員会の委員は、総数１５名以内とする。

第４ 委員長及び副委員長
１ 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
２ 委員長及び副委員長は、委員が互選した者をもって充てる。
３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
４ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

第５ 会 議
１ 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。
ただし、委員長は、これを会長に報告しなければならない。

２ 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

第６ 小委員会
１ 委員会には、委員会の決定により、小委員会を置くことができる。
２ 小委員会に属すべき委員は委員長が指名する。
３ 小委員会には、必要がある場合は、臨時に委員を加えることができる。

第７ 庶 務
委員会の庶務は、担当部課において処理する。

第８ 委員長への委任
この要領に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第９ 施行期日
この要領は、昭和５８年９月５日から施行する。
この要領は、昭和６３年８月２６日から施行する。
この要領は、平成３年３月２０日から施行する。
この要領は、平成６年５月２３日から施行する。
この要領は、平成１３年４月１日から施行する。

(委員28名）

（委員15名＋臨時委員5名）

(小委員会）
・看護対策小委員会
・周産期医療検討委員会
・医療施設整備等検討委員
会

(小委員会）
・救急告示医療機関審査小
委員会
・救急医療情報システム
ワーキンググループ介護老人保健施設

整備検討委員会
糖尿病対策小委員会循環器対策小委員会

難病対策小委員会
北海道難病対策
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